
エクスポージャー

区分

信用リ スクエクスポージャー期末残高

業種区分

地域区分

期間区分 平成20年度 平成20年度平成21年度 平成21年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度 平成21年度

貸出金、コミ ッ ト メ ント 及びその他の

デリ バティ ブ以外のオフ・バランス取引

三月以上延滞

エクスポージャーデリ バティ ブ取引

個別貸出引当金
貸出金償却

期首残高 当期増加額 期末残高

20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度

告示で定める
リスク・ウェイト区分

（％）

エクスポージャーの額

平成20年度

格付有り 格付無し

自己資本控除
合　　　　計

０ ％

１ ０ ％

２ ０ ％

３ ５ ％

５ ０ ％

７ ５ ％

１ ０ ０ ％

１ ５ ０ ％

３ ５ ０ ％

平成21年度

格付有り 格付無し

債券

　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などに

より、当金庫が損失を受けるリスクをいいます。当金庫で

は、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスクであ

るとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続き等を明

示した「クレジットポリシー」を制定し、広く役職員に理

解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管

理態勢を構築しています。

　信用リスクの評価につきましては、当金庫では、小口多

数取引の推進によるリスク分散の他、与信ポートフォリオ

管理として、自己査定による債務者区分別、業種別、さら

には与信集中によるリスクの抑制のため大口与信先の管理

など、さまざまな角度からの分析に注力しております。

　以上、一連の信用リスク管理の状況については、リスク

管理委員会やＡＬＭ委員会で協議検討を行うとともに、必

要に応じて理事会、常務会といった経営陣に対して報告す

る態勢を整備しております。

　貸倒引当金は、「自己査定規程」及び「償却・引当規程」

に基づき、自己査定における債務者区分ごとに計算された

貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果については

監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。

３信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）

（単位：百万円）

１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具
体的には現金、有形固定資産などが含まれます。

（注）

国 内

国 外

地 区 別 合 計
製 造 業

農 業

建 設 業

電 気 ・ ガ ス ・

熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

各 種 サ ー ビ ス

国・地方公共団体等

個 人

そ の 他

業 種 別 合 計

１ 年 以 下

１ 年 超 ３ 年 以 下

３ 年 超 ５ 年 以 下

５ 年 超 ７ 年 以 下

７ 年 超

期 間 の 定 め

の な い も の

残 存 期 間 別 合 計

ア．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高　

＜地域別・業種別・残存期間別＞

イ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
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72,985
3,571
76,557
3,105
203

5,444

700

9
871

5,475
31,557
1,952
3,513
10,709
9,791
3,222
76,557

16,421
23,853
9,071
6,441
13,099

7,669

76,557

74,821
3,415
78,236
3,223
173

5,474

701

51
942

5,061
32,426
2,101
3,510
12,786
9,336
2,446
78,236

22,529
20,553
9,790
6,052
12,480

6,830

78,236

35,228
－

35,228
2,413
203

5,444

－

5
672

4,023
2,713
1,593
3,510
4,857
9,791

－
35,228

6,949
6,450
5,261
3,740
8,472

4,354

35,228

34,956
－

34,956
2,418
173

5,474

－

48
742

3,960
2,212
1,711
3,507
5,371
9,336

－
34,956

6,896
6,009
5,166
4,237
8,366

4,280

34,956

17,799
3,571
21,371
689
－
－

700

－
198

1,450
12,123
358
－

5,850
－
－

21,371

3,787
6,925
3,330
2,700
4,627

－

21,371

16,525
3,415
19,940
802
－
－

701

－
200

1,099
10,386
390
－

6,360
－
－

19,940

4,707
5,180
4,123
1,815
4,114

－

19,940

480
－

480
－
－
－

－

－
－
－

480
－
－
－
－
－

480

－
－

480
－
－

－

480

156
－

156
－
－

112

－

－
－
19
－
－
5
－
17
－

156

184
－

184
－
－
97

－

－
2
12
－
－
45
－
26
－

184

480
－

480
－
－
－

－

－
－
－

480
－
－
－
－
－

480

－
－

480
－
－

－

480

　リスク・ウェイトとは、自己資本比率を算出する際の分

母に相当する額（リスク・アセット額)を求めるために使

用する資産や債務者の種類毎の掛目のことです。自己資本

比率の算出方法は、適格格付機関の信用評価（外部格付）

の区分毎にあらかじめ定められたリスク・ウェイトを使用

する標準的手法と金融機関の内部格付に基づきリスク・

ウェイトを決定する内部格付手法があります。当金庫では

標準的手法を採用しており、有価証券等の資産については、

以下の適格格付機関４社をリスク・ウェイトの判定に使用

しております。なお、エクスポージャーの種類毎に適格格

付機関の使い分けは行っておりません。

　①格付投資情報センター

　②日本格付研究所

　③スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・

　　サービシズ

　④ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

（単位：百万円）

製 造 業

農 業

建 設 業

電 気 ・ ガ ス ・

熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

不 動 産 業

各 種 サ ー ビ ス

国・地方公共団体等

個 人

合 計

1

－

196

－

－

－

357

－

84

128

－

28

795

0

－

236

－

－

－

341

－

77

138

－

36

829

△ 1

－

40

－

－

－

△ 15

－

△ 6

9

－

8

34

0

53

8

－

－

0

△ 15

－

△ 8

 △ 59

－

19

0

0

－

236

－

－

－

341

－

77

138

－

36

829

－

53

244

－

－

0

326

－

69

78

－

56

828

－

－

34

－

－

－

－

－

－

－

－

10

45

－

－

34

－

－

－

－

－

－

－

－

10

45

－

－

2

－

－

－

－

－

－

0

－

2

5

ウ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。（注）

エ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

（単位：百万円）

1,606

－

4,407

－

2,386

－

86

－

－

－

8,487

12,214

5,413

23,158

2,339

65

9,984

14,252

46

－

－

67,475

904

－

4,818

－

2,373

－

1,778

95

－

－

9,971

13,704

6,291

23,810

2,372

100

9,832

11,539

31

－

－

67,681

13,704

6,291

23,810

2,372

100

9,832

11,539

31

－

－

67,681

１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスクウェイトに区分しています。

（注）
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信用リ スク削減手法

ポート フォリ オ

適格金融資産担保

平成20年度 平成21年度 平成20年度 平成21年度

保　　　証

　当金庫は、リスク管理の観点から、取引先の倒産や財務

状況の悪化などにより受ける損失（信用リスク）を軽減す

るために、取引先によっては、不動産等担保や信用保証協

会保証による保全措置を講じております。ただし、これは

あくまでも補完的措置であり、資金使途、返済原資、財務

内客、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から

判断を行っております。

　また、判断の結果、担保又は保証が必要な場合には、お

客さまへの十分な説明により、ご理解の上でご契約いただ

く等、適切な取扱いに努めております。

　バーゼル｢における信用リスク削減手法として、当金庫

が扱う主要な担保には、預金積金や上場株式等があり、担

保に関する手続については、金庫が定める「融資業務事務

取扱手順書」や「担保評価要領」等により、適切な事務取

扱い並びに適正な評価・管理を行っております。

　一方、当金庫が扱う主要な保証として、国、地方公共団

体、政府関係機関等及び適格格付機関により一定以上の格

付けが付与されている法人が保証している有価証券、保証

付貸出金については、当該保証人の外部格付により判定し

ております。

　また、お客さまが期限の利益を失われた場合には、全て

の与信取引の範囲において、預金相殺等をする場合があり

ますが、金庫が定める「融資業務事務取扱手順書」等によ

り、適切な取扱いに努めております。

　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集

中に関しては、特定の業種やエクスポージャーの種類に偏

ることなく分散されております。

４信用リスク削減手法に関する事項

（単位：百万円）

1,413 1,517 6,285 5,712信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

　当金庫では市場リスクの適切な管理を行うことを目的に

派生商品取引を取扱っております。具体的な派生商品取引

は金利スワップ取引があります。また、当金庫が保有して

いる一部のファンド型投資信託においても、間接的に先物

外国為替取引、株式関連取引の派生商品取引が発生してお

ります。派生商品取引には、市場の変動により損失を受け

る可能性のある市場リスクや、取引相手方が支払不能にな

ることにより損失を受ける可能性がある信用リスクが内包

されております。市場リスクへの対応は、派生商品取引に

より受けるリスクと保有する資産・負債が受けるリスクが

相殺されるような形で管理をしております。

　また、信用リスクへの対応として、お客さまとの取引に

ついては、総与信取引における保全枠との一体的な管理に

より与信判断を行うことでリスクを限定しており、適切な

保全措置を講じております。そのため、当該取引に対する

個別担保による保全や引当の算定は、特段、行っておりま

せん。

　その他、有価証券関連取引については、有価証券にかか

る投資方針の中で定めている投資枠内での取引に限定する

とともに、万一、取引相手に対して担保の追加提供する必

要が生じたとしても、提供可能な資産を十分保有しており、

全く心配ありません。以上により当該取引にかかる市場リ

スク及び信用リスク、双方とも適切なリスク管理に努めて

おります。

５派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

グロス再構築コストの額は、0を下回らないものに限っています。（注）

（単位：百万円）

与信相当額の算出に用いる方式

グロス再構築コスト の額

平成20年度

カレントエクスポージャー方式
－

平成21年度

カレントエクスポージャー方式
－

①派生商品取引合計

（ⅰ）外国為替関連取引

（ⅱ）金利関連取引

（ⅲ）金関連取引

（ⅳ）株式関連取引

（ⅴ）貴金属（金を除く）関連取引

（ⅵ）その他コモディティ関連取引

（ⅶ）クレジット・デリバティブ

②長期決済期間取引

　　　　　　　　　　合　　　　　計

平成20年度

2
0
2
－
－
－
－
－
－
2

2
0
2
－
－
－
－
－
－
2

平成21年度 平成20年度 平成21年度

2
0
2
－
－
－
－
－
－
2

2
0
2
－
－
－
－
－
－
2

担保による信用リスク削減手法の効
果を勘案する前の与信相当額

担保による信用リスク削減手法の効
果を勘案した後の与信相当額

　証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保
有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券とし
て組み替え、第三者に売却して流動化することを指します。
　一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有者であるオ
リジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく
分類されますが、当金庫においては、投資家として購入し
たものであります。
　当該証券投資にかかるリスクの認識については、市場動
向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与す
る格付情報などにより把握するとともに、必要に応じてリ
スク管理委員会に諮り、適切なリスク管理に努めておりま
す。また、証券化商品への投資は、有価証券にかかる投資
方針の中で定める「資金運用基準」に基づき、投資対象を
一定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理
を行っています。
（1）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・ア
　　 セットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫は標準的手法を採用しています。

（2）証券化取引に関する会計方針
当該取引にかかる会計処理については、日本公認会計士協
会が定める「金融商品会計に関する実務指針」に従った適
切な処理を行っております。
（3）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェ
　　 イトの判定に使用する適格格付機関の名称
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使
用する適格格付機関は以下の４社を採用しております。な
お、投資の種類ごとに適格格付機関の使い分けは行ってお
りません。
　①格付投資情報センター
　②日本格付研究所
　③スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・
　　サービシズ
　④ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

６証券化エクスポージャーに関する事項

（１）リスク管理の方針及び手続の概要
　当金庫では、オペレーショナル・リスクを「リスク管理
規程」上の事務リスク(役職員が正確な事務を怠る、ある
いは事故・不正等を起こす事により金庫が損失を被るリス
ク)、システムリスク(コンピューターシステムの障害又は
誤作動、システムの不備、不正利用等により金庫が損失を
被るリスク)、その他のリスクと位置付けております。
　事務リスク管理においては、監査部による定期的な内部
監査を実施しているほか、営業店での定期的な店内監査を
義務付けております。また、事務改善委員会の定期的な開
催により、営業店事務の改善点の指摘と事務の統一化、合
理化ならびに正確な事務処理に努めております。
　システムリスク管理においては、当金庫のオンライン・
システムの運用・管理は信金東京共同事務センターが行っ
ており、同センターは、災害等の対策として万全なバック
アップ体制を整備しております。また、当金庫はコンティ

ンジェンシープランの策定により、各種システムの誤作動
やダウン時の対策にも万全な体制を確保しております。
　バーゼルⅡ対応としてオペレーショナル・リスク相当額
の算定は、基礎的手法を採用することとし、態勢を整備し
ております。
　また、これらリスクの状況については、リスク管理委員
会において定期的に協議検討するとともに、必要に応じて
経営陣による理事会、常務会等に報告する態勢を整備して
おります。

（２）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する
　　　手法の名称
　当金庫は粗利益の3期平均をベースに算出する「基礎的
手法」を採用しております。
　平成22年3月期のオペレーショナル・リスク相当額は
190百万円となりました。

７オペレーショナル・リスクに関する項目

平成20年度 平成21年度

（単位：百万円）

証券化エクスポージャーの額
　　（ⅰ）カードローン

　　（ⅱ）住宅ローン

　　（ⅲ）自動車ローン

　　（ⅳ）その他

平成20年度

300
－
－
－

300

平成21年度

200
－
－
－

200

１．所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスクウェイト×4％。
２．（ⅰ）～（ⅳ）は、自己資本から控除した証券化エクスポージャーの原資産の種類別の内訳

（注）

① 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

（単位：百万円）

20％
50％
100％
350％

自己資本控除
　　（ⅰ）カードローン

　　（ⅱ）住宅ローン

　　（ⅲ）自動車ローン

　　（ⅳ）その他

エクスポージャー残高
告示で定めるリスク・ウェイト区分（％）

200
－
－
－
0
－
－
－
0

平成20年度 平成21年度

所要自己資本の額

1
－
－
－
0
－
－
－
0

200
98
－
－
0
－
－
－
0

1
1
－
－
0
－
－
－
0

② 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等

ア、投資家の場合
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　銀行勘定における出資等または株式エクスポージャーに

あたるものは、上場株式、非上場株式、子会社・関連会

社、政策投資株式、上場優先出資証券、株式関連投資信

託、その他ベンチャーファンドまたは投資事業組合への出

資金が該当します。

　そのうち、上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資

信託にかかるリスクの認識については、時価評価及びスト

レステストなどのリスク計測によって把握するとともに、

定期的にリスク委員会を通じて、適宜、経営陣に報告する

など、適切なリスク管理に努めております。

　なお、当該取引にかかる会計処理については、内部規程

及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、

適正な処理を行っております。

８出資等エクスポージャーに関する事項

貸借対照表計上額 時　　　価

上場株式等には債券並びに投資信託等の裏づけ資産のうち出資等に該当するものを含めております。（注）

（単位：百万円）

上 場 株 式 等

非 上 場 株 式 等

合 計

区　　　　　　　　分
貸借対照表計上額 時　　　価

平成21年度

290
261
551

290
261
551

平成20年度

476
139
615

476
139
615

ア．出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価

（単位：百万円）

売 却 益

売 却 損

償 却

平成20年度

0
20
－

平成21年度

1
0
－

イ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

（単位：百万円）

評 価 損 益

平成20年度

△44

平成21年度

△19

ウ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

（単位：百万円）

評 価 損 益

平成20年度

－

平成21年度

－

エ．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価
値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当
金庫においては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、
適宜、対応を講じる態勢としております。
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行
勘定の金利リスク（200ＢＰＶ・99%タイル値）の計測
をＡＬＭ管理システムや証券管理システムにより定期的に
把握し、ＡＬＭ委員会、リスク管理委員会で協議検討をす
るとともに、必要に応じて経営陣へ報告を行うなど、資産・
負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めており
ます。
　金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいて算定し
ております。
・計測手法
　「再評価方式」

・コア預金
　対　　象：流動性預金全般（当座、普通、貯蓄等）
　算定方法：①過去5年の最低残高、②過去5年の最大年

間流出量を現残高から差し引いた残高、③現
残高の50％相当額、以上3つのうち最小の
額を上限

　満　　期：5年以内（平均2.5年）
・金利感応資産・負債
預貸金、外国為替取引、有価証券、預け金、その他の金
利・期間を有する資産・負債
・金利ショック幅
　99％タイル又は1％タイル値
・リスク計測の頻度
　月次（前月末基準）

９銀行勘定における金利リスクに関する事項

（単位：百万円）

運用勘定
金利リスク量

平成20年度 平成21年度
区　　　分

銀行勘定の金利リスク

881
665
241
－
2

1,789

707
554
241
－
－

1,502

1,060 776

調達勘定
金利リスク量

平成20年度 平成21年度
区　　　分

471
233
25
729

466
246
13
725
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開　示　項　目
　このディスクロージャー資料は信用金庫法第89条（銀行法第21条の準用）に基づいて作成されております。当金庫では
信用金庫法施行規則132条に定める開示項目以外にも積極的な情報の開示を行っております。

１．金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項

　イ．事業の組織

　ロ．理事及び監事の氏名及び役職名

　ハ．事務所の名称及び所在地

２．金庫の主要な事業の内容

３．金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの

　イ．直近の事業年度における事業の概況

　ロ．直近の５事業年度における主要な事業の状況を示す指標

として次に掲げる事項

　　 （1）経常収益

　　 （2）経常利益又は経常損失

　　 （3）当期純利益または当期純損失

　　 （4）出資総額及び出資総口数

　　 （5）純資産額

　　 （6）総資産額

　　 （7）預金積金残高

　　 （8）貸出金残高

　　 （9）有価証券残高

　　（10）単体自己資本比率

　　（11）出資に対する配当金

　　（12）職員数

　ハ．直近の２事業年度における事業の状況を示す指標として

別表に掲げる事項

　　① 主要な業務の状況を示す指標

　　　ア．業務粗利益及び業務粗利益率

　　　イ．資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支

　　　ウ．資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、

　　　　　利息、利回り及び資金利ざや

　　　エ．受取利息及び支払利息の増減

　　　オ．総資産経常利益率

　　　カ．総資産当期純利益率

　　② 預金に関する指標

　　　ア．流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他

　　　　　預金の平均残高

　　　イ．固定自由金利定期預金、変動自由金利定期預金

　　　　　及びその他の区分ごとの定期預金残高

　　③ 貸出金等に関する指標

　　　ア．使途別貸出金残高

　　　イ．業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

　　　ウ．預貸率の期末値及び期中平均値

　　　エ．手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均

　　　　　残高

　　　オ．固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金残高

　　　カ．担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額

　　　キ．代理業務貸付残高

　　④ 有価証券に関する指標

　　　ア．商品有価証券の種類別平均残高

　　　イ．有価証券の残存期間別残高

　　　ウ．有価証券の種類別の平均残高

　　　エ．預証率の期末値及び期中平均値

４．金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項

　イ．リスク管理の体制

　ロ．法令遵守の体制

５．金庫の直近の２事業年度における財産の状況に関する

　　次に掲げる事項

　イ．貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書

　ロ．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

　　 （1）破綻債権に該当する貸出金

　　 （2）延滞債権に該当する貸出金

　　 （3）３ヵ月以上延滞債権に該当する貸出金

　　 （4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金

　ハ．金融再生法債権額開示 

　ニ．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める

　　　事項

　ホ．次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、

　　　時価及び評価損益

　　 （1）有価証券

　　 （2）金銭の信託

　へ．貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

　ト．貸出金償却の額

　チ．金庫が法第３８条の２第３項の規定に基づき、貸借対照

表、損益計算書及び剰余金処分計算書について会計監査

人の監査を受けている場合はその旨

素預かり防止のお知らせ
　当金庫の職員が現金や証書・通帳等をお預かりする時に「受取証・預かり証」以外のもの（名刺やメモ等）をお渡しす
ることは絶対にありません。
　また、「受取証・預かり証」にはお受取日・手続日以外の日付は記入いたしません。名刺やメモ等を受領された場合、
その他取引についてお尋ねになりたいことがございましたら、直接当金庫お客様相談室にお問い合わせください。

新発田信用金庫　お客様相談室
住　　所　〒957－0053 
　　　　　新発田市中央町3丁目2番21号
電話番号　0254－26－9577
e－mail　soumu@shibata－shinkin.co.jp

【お問合せ先】

貸 出 金
有 価 証 券 等
預 け 金
コールローン等
そ の 他
運 用 勘 定 合 計

定 期 性 預 金
要 求 払 預 金
そ の 他
調 達 勘 定 合 計


